
はじめに

我が国の，障害のある子供とその保護者及び教育委員会等の関係機関等を取り巻く環境

は，共生社会の形成に向けた大きな変化の中にあると言えます。

平成１８年１２月，国連総会において 「障害者の権利に関する条約」が採択され，平，

成２０年５月に発効しました。我が国においては，平成１９年９月に同条約に署名すると

ともに，同条約の批准に向けて，平成２３年の障害者基本法の一部改正を端緒とし，障害

者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）の制定や

障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）の制定等，障害者

に関する諸般の制度の整備が進められています。

， ， ，これと並行して 文部科学省においても 中央教育審議会初等中等教育分科会において

今後の我が国の特別支援教育の在り方等についての議論が進められ，平成２４年７月に報

告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推

進」としてとりまとめられました。

文部科学省では，同報告等を踏まえつつ，今般，障害のある児童生徒等の就学先決定の

仕組みに関する学校教育法施行令の改正を行いました。具体的には，①就学基準に該当す

る障害のある児童生徒等は原則特別支援学校に就学するという従来の仕組みを改め，障害

の状態等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みへの改正，②障害の状態等

の変化を踏まえた転学に関する規定の整備，③視覚障害者等である児童生徒等の区域外就

学に関する規定の整備，④保護者及び専門家からの意見聴取の機会の拡大，以上の４点が

挙げられます。また，本改正令は，平成２５年９月１日から施行されています。

本改正令の趣旨及び内容等については平成２５年９月１日に文部科学事務次官通知にお

いて，就学手続を含めた早期からの一貫した支援等については平成２５年１０月４日に文

， 。部科学省初等中等教育局長通知において 都道府県教育委員会等に対して通知しています



文部科学省では，これまでも，障害のある児童生徒等の就学手続の重要性に鑑み，就学

， ， ，手続に関する具体の業務を行う際の参考として 就学手続の概要 障害の実態把握の方法

教育的対応などを内容とした「就学指導資料」を作成してきました。しかしこのたび，こ

れまでの「就学指導資料」について，学校教育法施行令の改正等に伴う就学手続の大幅な

見直しが行われたことを踏まえ，就学手続等に携わる方々がこの趣旨及び内容について十

分に理解した上で，円滑に障害のある児童生徒等への教育支援がなされるよう改め，新た

に「教育支援資料」としてとりまとめました。

このたびの就学手続の改正及び本資料の作成に当たり，御協力をいただきました皆様に

深く感謝申し上げます。

「教育支援資料」では，科学的・医学的知見や新たな就学手続の趣旨及び内容はもちろ

， ，んのこと 早期からの一貫した支援の重要性を資料全体を通じて明確に打ち出すとともに

市町村教育委員会の就学手続におけるモデルプロセス，障害種ごとの障害の把握や具体的

な配慮の観点等についても，併せて詳細に解説しています。

また，早期からの教育相談等を通じて，障害のある児童生徒等の保護者に対して十分な

情報を提供するとともに，関係者がその意向を最大限尊重しつつ，本人の教育を第一に考

えていくといった基本姿勢についても提示しています。

「教育支援資料」におけるこれらの内容は，冒頭申し上げた諸制度の大きな変化に対応

， ，しながら 障害のある児童生徒等への支援の充実を図っていくために重要であるとともに

今後，我が国が共生社会を形成する上で不可欠であるとの認識の上で，とりまとめを行い

ました。

関係各位におかれては，本資料を御活用いただき，特別支援教育の一層の充実に努めて

いただきますよう，よろしくお願い申し上げます。

平成２５年１０月

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長 大山 真未



目 次

序論

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 障害のある子供の教育に求められること １

・・・・・・・・・・・・・・・２ 早期からの一貫した支援と，その一過程としての就学期の支援 ２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 今日的な障害の捉えと対応 ５

第１編 学校教育法施行令の一部を改正する政令の解説

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第１章 総論関係 ９

第２章 各論関係

・・・・・・・・・・・・・・・・（１）第５条第１項（小学校又は中学校への入学期日の通知） １１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（２）第５条第２項（就学校の指定） １２

・・・・・・・・・・・・・（３）第５条第３項（区域外就学等の届出があった場合の適用除外） １３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（４）第６条（第５条の準用） １４

・・・・・・（５）第６条の３（障害の状態等の変化による特別支援学校から小中学校への転学） １５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・（６）第６条の４（視覚障害者等でなくなった者の通知） １６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（７）第９条（区域外等の小中学校等への就学） １７

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（８）第１０条（区域外等の小中学校等からの退学） １８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・（９）第１１条（特別支援学校への就学についての通知） １９

・・・・・・・・・（ ）第１１条の２（小学校から特別支援学校中学部へ就学する場合の手続） ２０10

・・・・・・・・・・・・・・・・（ ）第１１条の３（学齢簿に新たに記載された場合の手続） ２１11

・・・・・・（ ）第１２条（視覚障害者等となった者の小中学校等から特別支援学校への転学） ２２12

・・・・（ ）第１２条の２（障害の状態等の変化による小中学校等から特別支援学校への転学） ２３13

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（ ）第１３条の２（区域外就学等の届出の通知） ２４14

・・・・・・・・・・・・・・・（ ）第１４条（特別支援学校の入学期日の通知、学校の指定） ２５15

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（ ）第１７条（区域外等の特別支援学校への就学） ２６16

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（ ）第１８条（区域外等の特別支援学校からの退学） ２７17

・・・・・・・・・・・・・・・・・・（ ）第１８条の２（保護者及び専門家からの意見聴取） ２８18



第２編 教育相談・就学先決定のモデルプロセス

第１章 関係者の心構えと関係者に求められること

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 関係者の心構え ３１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 関係者に求められること ３４

第２章 検討に向けた準備

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 保護者への事前の情報提供 ３７

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 就学期における特別な支援が必要な幼児の把握 ３８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 保護者への就学に関するガイダンス ４１

第３章 就学先の検討

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 保護者面談 ４３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 子供に関する情報の収集 ４４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 学校見学や体験入学の実施 ４５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 教育的ニーズ等の検討 ４６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 個別の教育支援計画等の作成 ４９

第４章 就学先の決定・通知

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 市町村教育委員会による就学先の決定 ５１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 通知の発出 ５２

第５章 「学びの場」の柔軟な見直し等

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 継続的な教育相談の実施 ５４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 就学先の検討，変更 ５５

第６章 教育相談体制の整備

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 市町村教育委員会における教育相談体制の整備 ５７

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 都道府県教育委員会における教育相談体制の整備 ５８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 早期からの支援体制の充実 ５８

第３編 障害の状態等に応じた教育的対応

Ⅰ 視覚障害

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 視覚障害のある子供の教育的ニーズ ６５

・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 視覚障害のある子供の教育の場と提供可能な教育機能 ６７

・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 視覚障害のある子供の教育における合理的配慮の観点 ７２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 視覚障害の理解と障害の状況の把握 ７４



Ⅱ 聴覚障害

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 聴覚障害のある子供の教育的ニーズ ８５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 聴覚障害のある子供に必要な指導内容 ８８

・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 聴覚障害のある子供の教育の場と提供可能な教育機能 ８９

・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 聴覚障害のある子供の教育における合理的配慮の観点 ９２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 聴覚障害の理解と障害の状態の把握 ９３

Ⅲ 知的障害

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 知的障害のある子供の教育的ニーズ １０７

・・・・・・・・・・・・・・・・２ 知的障害のある子供の教育の場と提供可能な教育機能 １０８

・・・・・・・・・・・・・・・・３ 知的障害のある子供の教育における合理的配慮の観点 １１９

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 知的障害の理解と障害の状態の把握 １２１

Ⅳ 肢体不自由

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 肢体不自由のある子供の教育的ニーズ １２７

・・・・・・・・・・・・・・・２ 肢体不自由のある子供の教育の場と提供可能な教育機能 １３７

・・・・・・・・・・・・・・・３ 肢体不自由のある子供の教育における合理的配慮の観点 １４２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 肢体不自由の理解と障害の状態の把握 １４４

Ⅴ 病弱・身体虚弱

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 病弱・身体虚弱の子供の教育的ニーズ １５５

・・・・・・・・・・・・・・・２ 病弱・身体虚弱の子供の教育の場と提供可能な教育機能 １６０

・・・・・・・・・・・・・・・３ 病弱・身体虚弱の子供の教育における合理的配慮の観点 １６６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 病弱・身体虚弱の理解と障害の状態の把握 １６８

Ⅵ 言語障害

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 言語障害のある子供の教育的ニーズ １９３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 言語障害のある子供に必要な指導内容 １９４

・・・・・・・・・・・・・・・・３ 言語障害のある子供の教育の場と提供可能な教育機能 ２００

・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 言語障害のある子供の就学先決定における留意点 ２０２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 実態把握のための資料 ２０３

・・・・・・・・・・・・・・・・６ 言語障害のある子供の教育における合理的配慮の観点 ２０５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 言語障害の理解と障害の状態の把握 ２０６



Ⅶ 情緒障害

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 情緒障害のある子供の教育的ニーズ ２１１

・・・・・・・・・・・・・・・・２ 情緒障害のある子供の教育の場と提供可能な教育機能 ２１１

・・・・・・・・・・・・・・・・３ 情緒障害のある子供の教育における合理的配慮の観点 ２１５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 情緒障害の理解と障害の状態の把握 ２１６

Ⅷ 自閉症

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 自閉症のある子供の教育的ニーズ ２２３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 自閉症のある子供に必要な指導内容 ２２４

・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 自閉症のある子供の教育の場と提供可能な教育機能 ２２６

・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 自閉症のある子供の教育における合理的配慮の観点 ２２８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 自閉症の理解と障害の状態の把握 ２３０

Ⅸ 学習障害

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 学習障害のある子供の教育的ニーズ ２４１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 学習障害のある子供に必要な指導内容 ２４１

・・・・・・・・・・・・・・・・３ 学習障害のある子供の教育の場と提供可能な教育機能 ２４４

・・・・・・・・・・・・・・・・４ 学習障害のある子供の教育における合理的配慮の観点 ２４５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 学習障害の理解と障害の状態の把握 ２４６

Ⅹ 注意欠陥多動性障害

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 注意欠陥多動性障害のある子供の教育的ニーズ ２５１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 注意欠陥多動性障害のある子供に必要な指導内容 ２５２

・・・・・・・・・・・３ 注意欠陥多動性障害のある子供の教育の場と提供可能な教育機能 ２５３

・・・・・・・・・・・４ 注意欠陥多動性障害のある子供の教育における合理的配慮の観点 ２５５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 注意欠陥多動性障害の理解と障害の状態の把握 ２５６

○ 参考資料

・・・・・・・① 学校教育法（抄）,学校教育法施行令（抄）,学校教育法施行規則（抄）,告示 ２６１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・② 学校教育法施行令の一部改正について（通知） ２７１

・・・・・・・・・・・・・・③ 障害のある児童生徒の就学先決定について（手続きの流れ） ２７５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・④ 新旧対照表 ２７７

・・・・・・・・⑤ 障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について（通知） ２８６

・・・・・・・・・・・⑥ 児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について ２９３


